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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】平成20年10月9日(2008.10.9)

【公表番号】特表2008-509707(P2008-509707A)
【公表日】平成20年4月3日(2008.4.3)
【年通号数】公開・登録公報2008-013
【出願番号】特願2007-527959(P2007-527959)
【国際特許分類】
   Ａ２３Ｌ   1/317    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ２３Ｌ   1/317   　　　Ｚ
   Ａ２３Ｌ   1/317   　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成20年8月18日(2008.8.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）ダイズタンパク質粉、ダイズタンパク質単離物、ダイズタンパク質濃縮物、およ
びそれらの混合物からなる群から選択されるダイズタンパク質材料、
　（Ｂ）少なくとも約５０重量％の水分含量を有する粉砕肉、および
　（Ｃ）水
を含んでなり、再構成肉製品が乾燥前に少なくとも約５０％の水分含量を有し、乾燥後に
約１５～約４５％の水分含量を有する、再構成肉製品。
【請求項２】
　（Ａ）が無水ベースで約１％～約２０重量％のダイズ子葉繊維、無水ベースで約１０％
～約４０重量％の小麦グルテン、および無水ベースで約５％～約１５重量％のデンプンを
さらに含んでなる、請求項１に記載の再構成肉製品。
【請求項３】
　（Ａ）が約５％～約８０％の水分含量を有する押出物である、請求項１に記載の再構成
肉製品。
【請求項４】
　ゲル化タンパク質、ダイズタンパク質粉、ダイズタンパク質単離物、およびダイズタン
パク質濃縮物からなる群から選択されるゲル化タンパク質と、動物脂肪と、塩化ナトリウ
ムと、トリポリリン酸ナトリウムと、着色剤と、キュアリング剤と、ビーフ香料、ポーク
香料、またはチキン香料を含んでなる着香料と、またはそれぞれのその他のものとの混合
物の少なくとも１つをさらに含んでなる、請求項１に記載の再構成肉製品。
【請求項５】
　（Ａ）ダイズタンパク質粉、ダイズタンパク質単離物、ダイズタンパク質濃縮物、およ
びそれらの混合物からなる群から選択されるダイズタンパク質材料を水和させるステップ
と、
　（Ｂ）温度が約４０℃未満であり少なくとも約５０重量％の水分含量を有する粉砕肉を
添加するステップと、
　（Ａ）および（Ｂ）を混合して、少なくとも約５０％の水分含量を有する均質な組織化
肉製品を生成するステップを含んでなり、
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　無水ベースのダイズタンパク質材料（Ａ）と無水ベースの粉砕肉との重量比が約１：０
．２５～約５０であり、
　再構成肉製品が乾燥前に少なくとも約５５％の水分含量を有し、乾燥後に約１５～約４
５％の水分含量を有する、再構成肉製品を調製する方法。
【請求項６】
　（Ａ）が無水ベースで約１％～約２０重量％のダイズ子葉繊維、無水ベースで約１０％
～約４０重量％の小麦グルテン、無水ベースで約５％～約１５重量％のデンプンをさらに
含んでなる、請求項９に記載の再構成肉製品を調製する方法。
【請求項７】
　（Ａ）が約５％～約８０％の水分含量を有する押出物である、請求項５に記載の再構成
肉製品を調製する方法。
【請求項８】
　（Ａ）が約６％～約１３％の水分含量を有する、請求項５に記載の再構成肉製品を調製
する方法。
【請求項９】
　（Ａ）が約１６％～約３０％の水分含量を有する、請求項５に記載の再構成肉製品を調
製する方法。
【請求項１０】
　（Ａ）が約５０％～約８０％の水分含量を有する、請求項５に記載の再構成肉製品を調
製する方法。
【請求項１１】
　均質な肉製品が、ストリップ、ステーキ、カツレツ、パティ、カバブのための挽肉また
は概して角切りに成形され、または透過性または不透過性ケーシングに詰められる、請求
項５に記載の再構成肉製品を調製する方法。
【請求項１２】
　ダイズタンパク質粉、ダイズタンパク質単離物、およびダイズタンパク質濃縮物からな
る群から選択されるゲル化タンパク質と、動物脂肪と、塩化ナトリウムと、トリポリリン
酸ナトリウムと、着色剤と、キュアリング剤と、ビーフ香料、ポーク香料、またはチキン
香料を含んでなる着香料と、またはその他のものとの混合物の少なくとも１つをさらに含
んでなる、請求項５に記載の再構成肉製品を調製する方法。
【請求項１３】
　（Ａ）ダイズタンパク質濃縮物またはダイズタンパク質単離物であるダイズタンパク質
と、その中に無水ベースで１％～８重量％の量で存在するダイズ子葉繊維とを含有する繊
維性材料、
　（Ｂ）少なくとも５０重量％の水分含量を有する粉砕肉、および
　（Ｃ）水
を含んでなる、再構成肉製品。
【請求項１４】
　（Ａ）ダイズタンパク質濃縮物またはダイズタンパク質単離物であるダイズタンパク質
と、その中に無水ベースの重量で１％～８％の量で存在するダイズ子葉繊維とを含有する
繊維質材料を水中で水が吸収されて繊維が分離するまで水和させるステップと、
　（Ｂ）温度が１０℃未満で少なくとも５０％の水分含量を有する粉砕肉を添加するステ
ップと、
　繊維質材料と粉砕肉とを混合して、少なくとも５０％の水分含量を有する均質な繊維質
の組織化肉製品を生成するステップを含む、再構成肉製品を調製する方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２３
【補正方法】変更
【補正の内容】



(3) JP 2008-509707 A5 2008.10.9

【０１２３】
　好ましい実施態様に関して本発明を説明したが、説明を読めば当業者にはその様々な修
正が明らかであるものと理解される。したがって本願明細書中で開示される本発明は、添
付の請求の範囲に含まれる修正をカバーすることが意図されるものと理解される。
　次に、本発明の好ましい態様を示す。
1.　（Ａ）ダイズタンパク質材料、
　（Ｂ）粉砕肉、および
　（Ｃ）水
を含んでなる再構成肉製品。
2.　ダイズタンパク質材料（Ａ）が、ダイズタンパク質粉、ダイズタンパク質単離物、ダ
イズタンパク質濃縮物、およびそれらの混合物からなる群から選択される、請求項１に記
載の再構成肉製品。
3.　ダイズタンパク質材料（Ａ）がダイズタンパク質単離物である、請求項１に記載の再
構成肉製品。
4.　（Ａ）が無水ベースで約２％～約２０重量％のデンプンと、小麦粉、小麦グルテン、
およびそれらの混合物からなる群から選択される無水ベースで約２％～約２０重量％の少
なくとも１つとをさらに含んでなる、請求項３に記載の再構成肉製品。
5.　（Ａ）が米粉、無グルテンデンプン、およびそれらの混合物からなる群から選択され
る無水ベースで約２％～約２０重量％の少なくとも１つをさらに含んでなる、請求項２に
記載の再構成肉製品。
6.　（Ａ）が無水ベースで約１％～約２０重量％のダイズ子葉繊維をさらに含んでなる、
請求項２に記載の再構成肉製品。
7.　（Ａ）が無水ベースで約１０％～約４０重量％の小麦グルテンをさらに含んでなる、
請求項６に記載の再構成肉製品。
8.　（Ａ）が無水ベースで約５％～約１５重量％のデンプンをさらに含んでなる、請求項
７に記載の再構成肉製品。
9.　（Ａ）が無水ベースで約３０％～約９０重量％のダイズタンパク質を含有する、請求
項８に記載の再構成肉製品。
10.　（Ａ）が約５％～約８０％の水分含量を有する押出物である、請求項８に記載の再
構成肉製品。
11.　粉砕肉が少なくとも約５０重量％の水分含量を有する、請求項８に記載の再構成肉
製品。
12.　ゲル化タンパク質と、動物脂肪と、塩化ナトリウムと、トリポリリン酸ナトリウム
と、着色剤と、キュアリング剤と、ビーフ香料、ポーク香料、またはチキン香料を含んで
なる着香料と、またはそれぞれのその他のものとの混合物の少なくとも１つをさらに含ん
でなる、請求項８に記載の再構成肉製品。
13.　ゲル化タンパク質が、ダイズタンパク質粉、ダイズタンパク質単離物、およびダイ
ズタンパク質濃縮物からなる群から選択される、請求項１２に記載の再構成肉製品。
14.　再構成肉製品が乾燥前に少なくとも約５０％の水分含量を有し、乾燥後に約１５～
約４５％の水分含量を有する、請求項１に記載の再構成肉製品。
15.　ダイズタンパク質材料（Ａ）を水和させるステップと、
　温度が約４０℃未満である粉砕肉（Ｂ）を添加するステップと、
　（Ａ）と（Ｂ）とを混合して、少なくとも約５０％の水分含量を有する均質な組織化肉
製品を生成するステップと
を含んでなる、再構成肉製品を調製する方法。
16.　ダイズタンパク質材料（Ａ）が、ダイズタンパク質粉、ダイズタンパク質単離物、
ダイズタンパク質濃縮物、およびそれらの混合物からなる群から選択される、請求項１５
に記載の再構成肉製品を調製する方法。
17.　ダイズタンパク質材料（Ａ）がダイズタンパク質単離物である、請求項１５に記載
の再構成肉製品を調製する方法。
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18.　（Ａ）が無水ベースで約２％～約２０重量％のデンプンと、小麦粉、小麦グルテン
、およびそれらの混合物からなる群から選択される無水ベースで約２％～約２０重量％の
少なくとも１つとをさらに含んでなる、請求項１７に記載の再構成肉製品を調製する方法
。
19.　（Ａ）が米粉、無グルテンデンプン、およびそれらの混合物からなる群から選択さ
れる無水ベースで約２％～約２０重量％の少なくとも１つをさらに含んでなる、請求項１
６に記載の再構成肉製品を調製する方法。
20.　（Ａ）が無水ベースで約１％～約２０重量％のダイズ子葉繊維をさらに含んでなる
、請求項１６に記載の再構成肉製品を調製する方法。
21.　（Ａ）が無水ベースで約１０％～約４０重量％の小麦グルテンをさらに含んでなる
、請求項２０に記載の再構成肉製品を調製する方法。
22.　（Ａ）が無水ベースで約５％から約１５重量％のデンプンをさらに含んでなる、請
求項２１に記載の再構成肉製品を調製する方法。
23.　（Ａ）が無水ベースで約３０％～約９０重量％のダイズタンパク質を含有する、請
求項２２に記載の再構成肉製品を調製する方法。
24.　（Ａ）が約５％～約８０％の水分含量を有する押出物である、請求項２２に記載の
再構成肉製品を調製する方法。
25.　粉砕肉が少なくとも約５０重量％の水分含量を有する、請求項２２に記載の再構成
肉製品を調製する方法。
26.　（Ａ）が約６％～約１３％の水分含量を有する、請求項２４に記載の再構成肉製品
を調製する方法。
27.　（Ａ）が約１６％～約３０％の水分含量を有する、請求項２４に記載の再構成肉製
品を調製する方法。
28.　（Ａ）が約５０％～約８０％の水分含量を有する、請求項２４に記載の再構成肉製
品を調製する方法。
29.　粉砕肉の温度が約－４℃～約６℃である、請求項１５に記載の再構成肉製品を調製
する方法。
30.　無水ベースのダイズタンパク質材料（Ａ）と無水ベースの粉砕肉との重量比が約１
：０．２５～約５０である、請求項１５に記載の再構成肉製品を調製する方法。
31.　均質な肉製品がストリップ、ステーキ、カツレツ、パティ、カバブのための挽肉ま
たは概して角切りに成形される、請求項１５に記載の再構成肉製品を調製する方法。
32.　均質な肉製品が透過性または不透過性ケーシングに詰められる、請求項１５に記載
の再構成肉製品を調製する方法。
33.　ゲル化タンパク質と、動物脂肪と、塩化ナトリウムと、トリポリリン酸ナトリウム
と、着色剤と、キュアリング剤と、ビーフ香料、ポーク香料、またはチキン香料を含んで
なる着香料と、またはそれぞれのその他のものとの混合物の少なくとも１つをさらに含ん
でなる、請求項１５に記載の再構成肉製品を調製する方法。
34.　ゲル化タンパク質が、ダイズタンパク質粉、ダイズタンパク質単離物、およびダイ
ズタンパク質濃縮物からなる群から選択される、請求項３３に記載の再構成肉製品を調製
する方法。
35.　再構成肉製品が乾燥前に少なくとも約５５％の水分含量を有し、乾燥後に約１５～
約４５％の水分含量を有する、請求項１５に記載の再構成肉製品を調製する方法。
36.　（Ａ）ダイズタンパク質と、その中に無水ベースで１％～８重量％の量で存在する
ダイズ子葉繊維とを含有する繊維質材料、
　（Ｂ）粉砕肉、および
　（Ｃ）水
を含んでなる、再構成肉製品。
37.　繊維質材料が小麦グルテンを含有する、請求項３６に記載の再構成肉製品。
38.　繊維質材料が無水ベースで１０％～３０重量％の小麦グルテンを含有する、請求項
３７に記載の再構成肉製品。
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39.　繊維質材料が無水ベースで５％～１５重量％のデンプンを含有する、請求項３７に
記載の再構成肉製品。
40.　繊維質材料が無水ベースで５０％～７５重量％のダイズタンパク質を含有する、請
求項３７に記載の再構成肉製品。
41.　ダイズタンパク質がダイズタンパク質単離物である、請求項４０に記載の再構成肉
製品。
42.　ダイズタンパク質がダイズタンパク質濃縮物である、請求項３９に記載の再構成肉
製品。
43.　繊維質材料が５％～７５％の水分含量を有する、請求項３７に記載の再構成肉製品
。
44.　繊維質材料が押出物である、請求項３７に記載の再構成肉製品。
45.　粉砕肉が少なくとも５０重量％の水分含量を有する、請求項３６に記載の再構成肉
製品。
46.　粉砕肉が動物組織に由来する、請求項３６に記載の再構成肉製品。
47.　動物組織が、筋肉組織、臓器組織、結合組織、皮膚、またはそれぞれのその他のも
のとの混合物を含んでなる、請求項４６に記載の再構成肉製品。
48.　ゲル化タンパク質と、動物脂肪と、塩化ナトリウムと、トリポリリン酸ナトリウム
と、着色剤と、キュアリング剤と、ビーフ香料、ポーク香料、またはチキン香料を含んで
なる着香料、またはそれぞれのその他のものとの混合物をさらに含んでなる、請求項３６
に記載の再構成肉製品。
49.　ゲル化タンパク質がダイズタンパク質単離物またはダイズタンパク質濃縮物である
、請求項４８に記載の再構成肉製品。
50.　ダイズタンパク質と、その中に無水ベースの重量で１％～８％の量で存在するダイ
ズ子葉繊維とを含有する繊維質材料（Ａ）を水中で水が吸収されて繊維が分離するまで水
和させるステップと、
　温度が１０℃未満の粉砕肉（Ｂ）を添加するステップと、
　繊維質材料と粉砕肉とを混合して、少なくとも５０％の水分含量を有する均質な繊維質
の組織化肉製品を生成するステップとを含んでなる、再構成肉製品を調製する方法。
51.　繊維質材料が押出物である、請求項５０に記載の方法。
52.　繊維質材料が５％～３５％の水分含量を有する、請求項５１に記載の方法。
53.　繊維質材料が小麦グルテンを含有する、請求項５２に記載の方法。
54.　繊維質材料が無水ベースで１０％～３０重量％の小麦グルテンを含有する、請求項
５３に記載の方法。
55.　繊維質材料が無水ベースで５％～１５重量％のデンプンを含有する、請求項５３に
記載の方法。
56.　繊維質材料が無水ベースで７０％～８０％重量のダイズタンパク質を含有する、請
求項５３に記載の方法。
57.　ダイズタンパク質がダイズタンパク質単離物である、請求項５６に記載の方法。
58.　ダイズタンパク質がダイズタンパク質濃縮物である、請求項５６に記載の方法。
59.　繊維質材料が６％～１３％の水分含量を有する、請求項５６に記載の方法。
60.　繊維質材料が１６％～３０％の水分含量を有する、請求項５６に記載の方法。
61.　繊維質材料が５０％～８０％の水分含量を有する、請求項５１に記載の方法。
62.　繊維質材料が小麦グルテンを含有する、請求項６１に記載の方法。
63.　繊維質材料が無水ベースで３０％～５０重量％の小麦グルテンを含有する、請求項
６２に記載の方法。
64.　繊維質材料が無水ベースで１％～５重量％のデンプンを含有する、請求項６２に記
載の方法。
65.　繊維質材料が無水ベースで７０％～８０重量％のダイズタンパク質を含有する、請
求項６２に記載の方法。
66.　ダイズタンパク質がダイズタンパク質単離物である、請求項６５に記載の方法。
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67.　ダイズタンパク質がダイズタンパク質濃縮物である、請求項６５に記載の方法。
68.　繊維質材料が６０％～７５％の水分含量を有する、請求項６５に記載の方法。
69.　粉砕肉が少なくとも５０％の水分含量を有する、請求項５０に記載の方法。
70.　粉砕肉が６０％～７５％の水分含量を有する、請求項５０に記載の方法。
71.　粉砕肉の温度が－４℃～６℃である、請求項５０に記載の方法。
72.　粉砕肉が動物組織に由来する、請求項５０に記載の方法。
73.　動物組織が筋肉組織、臓器組織、結合組織、および皮膚を含んでなる、請求項７２
に記載の方法。
74.　無水ベースの繊維質材料と無水ベースの粉砕肉との重量比が１：０．２５～５０で
ある、請求項５０に記載の方法。
75.　無水ベースの繊維質材料と無水ベースの粉砕肉との重量比が１：１～４０である、
請求項５０に記載の方法。
76.　無水ベースの繊維質材料と無水ベースの粉砕肉との重量比が１：２～２０である、
請求項５０に記載の方法。
77.　均質な肉製品がストリップ、ステーキ、カツレツまたはパティに形成される請求項
５０に記載の方法。
78.　均質な肉製品が透過性または不透過性ケーシングに詰められる、請求項５０に記載
の方法。
79.　ゲル化タンパク質と、動物脂肪と、塩化ナトリウムと、トリポリリン酸ナトリウム
と、着色剤と、キュアリング剤と、ビーフ香料、ポーク香料、またはチキン香料を含んで
なる着香料、またはそれぞれのその他のものとの混合物をさらに含んでなる、請求項５０
に記載の方法。
80.　ゲル化タンパク質がダイズタンパク質単離物またはダイズタンパク質濃縮物である
、請求項７６に記載の方法。
81.　動物脂肪がビーフ脂肪である、請求項７９に記載の方法。
82.　着色剤がカラメル着色料である、請求項７９に記載の方法。
83.　キュアリング剤が硝酸ナトリウムである、請求項７９に記載の方法。
84.　ゲル化タンパク質が無水重量ベースで２～１０で存在する、請求項８０に記載の方
法。
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